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集水域

河川区域

氾濫域

○ 気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、河川の流域のあらゆる関係者が協働して流域全体で行う治水対策、「流域
治水」へ転換。

○ 治水計画を「気候変動による降雨量の増加などを考慮したもの」に見直し、集水域と河川区域のみならず、氾濫域も含めて一
つの流域として捉え、地域の特性に応じ、①氾濫をできるだけ防ぐ、減らす対策、②被害対象を減少させるための対策、③被害
の軽減、早期復旧・復興のための対策をハード・ソフト一体で多層的に進める。

集水域

流水の貯留
[国・県・市・利水者]
治水ダムの建設・再生、
利水ダム等において貯留水を
事前に放流し洪水調節に活用

[国・県・市]
土地利用と一体となった遊水
機能の向上

持続可能な河道の流下能力の
維持・向上
[国・県・市]
河床掘削、引堤、砂防堰堤、
雨水排水施設等の整備

氾濫水を減らす
[国・県]
「粘り強い堤防」を目指した
堤防強化等

雨水貯留機能の拡大
[県・市、企業、住民]
雨水貯留浸透施設の整備、
ため池等の治水利用

浸水範囲を減らす
[国・県・市]
二線堤の整備、
自然堤防の保全

リスクの低いエリアへ誘導／
住まい方の工夫

[県・市、企業、住民]
土地利用規制、誘導、移転促進、
不動産取引時の水害リスク情報提供、
金融による誘導の検討

河川区域

県 ：都道府県
市 ：市町村
[ ]：想定される対策実施主体

氾濫域 氾濫域土地のリスク情報の充実
[国・県]
水害リスク情報の空白地帯解消、
多段型水害リスク情報を発信

避難体制を強化する
[国・県・市]
長期予測の技術開発、
リアルタイム浸水・決壊把握

経済被害の最小化
[企業、住民]
工場や建築物の浸水対策、
BCPの策定

住まい方の工夫
[企業、住民]
不動産取引時の水害リスク情報
提供、金融商品を通じた浸水対
策の促進

被災自治体の支援体制充実
[国・企業]
官民連携によるTEC-FORCEの
体制強化

氾濫水を早く排除する
[国・県・市等]
排水門等の整備、排水強化

②被害対象を減少させるための対策①氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策

③被害の軽減、早期復旧・復興
のための対策

「流域治水」の施策のイメージ
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大石ダム

鷹の巣ダム

岩船ダム

赤芝ダム

横川ダム

荒川水系流域治水プロジェクト【位置図】
～荒川流域の浸水被害の軽減に向けた治水対策の推進～

凡 例

浸水範囲（戦後最大のS42.8羽越
水害実績）

大臣管理区間

事前放流の実施ダム

○令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を
超える洪水により甚大な被害が発生したことを
踏まえ、荒川水系においても、事前防災対策を
進める必要があり、以下の取り組みを実施して
いくことで、国管理区間においては、荒川の堤
防が決壊し、流域で甚大な被害が発生した戦後
最大の昭和42年羽越水害と同規模の洪水を安
全に流下させ、流域における浸水被害の軽減を
図る。

●被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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●被害対象を減少させるための対策
ה ⌂ ꜞ☻◒ ─ ₒ ₓ

新潟県

山形県

福島県

荒川

日本海

※本図の浸水範囲は、大臣管理区間における荒川本川の氾濫によって生じる範囲を示しており、支川等他区間の氾濫による浸水範囲は含まれていません。

●氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・河道拡幅、堤防整備、河道掘削、水衝部対策、堤防強化
（浸透対策）等【羽越河国、新潟県、村上市】
・砂防関係施設の整備【飯豊砂防、新潟県】
・公共下水道雨水幹線の整備【村上市】
・ ♄ⱶ ♄ⱶ⌐⅔↑╢ ─ ה
ₒ ⁸ ⁸ ⁸ ₓ
・田んぼダムの取組【新潟県、村上市、荒川土改】
・ため池の防災水管理【山形県、新潟県、村上市】
・森林整備対策（間伐、林道整備等）【置賜森管、下越森管
村上、森林整備センター、新潟県】
・治山対策【置賜森管、下越森管村上、山形県、新潟県】
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森林整備対策（間伐、林道整備等）
【置賜森管、下越森管村上、
森林整備センター、新潟県】

● ₒ ₓ
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田んぼダムの取組【荒川土改】
（落水調整板の設置）
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学校授業におけるマイタイ
ムライン作成支援【村上市】

住民参加型防災訓練【胎内市】

森林の間伐
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多段階な浸水リスク情報の充実【羽越河国】
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ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践
○ 戦後最大洪水等に対応した河川整備と流域での対策を組み合わせた「流域治水プロジェクト」に基づき、「防災・減災、国土強靱化のための

５か年加速化対策」も活用して、堤防、河道掘削、遊水地・放水路・ダム等の事前防災対策を完成年度の目標を持って計画的に実施。

○ 合わせて、水災害リスクを踏まえたまちづくりをはじめとした流域治水関連法による法的枠組みを活用した取組など、「流域治水」の本格的実
践に必要となる新規制度等を創設。

○ また、気候変動による水災害リスクの増大に適応するため、将来にわたって必要な財源を安定的に確保していくための方策について、総合
的な検討を行う。

■ 水害リスク情報の充実

■ 流域治水関連法に基づく「流域治水」の本格的実践

■ 水災害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくりの推進

■ 流域治水型災害復旧制度の創設

■ 高台まちづくり（高台・建物群）の推進

■ 流域治水プロジェクトにおけるグリーンインフラの取組の推進

■ 林野庁との連携による流域流木対策の推進

■ 津波防災地域づくりの推進と関係機関連携

■ 治水安全度を向上させるための橋梁の改築・撤去の推進

令和４年度新規制度等

リスクの高い地域

あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」の本格的実践 イメージ

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[１／１５]

治水ダムの
建設・再生

利水ダム
の活用

遊水地の整備

森林整備・治山対策

気候変動のスピードに対応するため、近年の上流・支川・県管理河川における被害が顕著であること
にも留意しつつ、流域全体の貯留機能の向上や重要区域の排水機能の強化、下流・本川・国管理河
川の整備等、多様な対策の中から早期の安全度向上に資する対策を適切に組み合わせて優先的に
実施する。

（新規）
林野庁との連携による
流域流木対策の推進

（新規）
水害リスク
情報の充実

（新規）
水災害リスクを

踏まえたまちづくり
・住まいづくりの推進

(新規)
高台まちづくりの推進

高潮災害等に対する
備え・復旧の強化

（新規）
流域治水型災害
復旧制度の創設

ため池等
の活用

雨水貯留・排水
施設の整備

海岸保全施設の整備

バックウォーター対策

（新規）
治水安全度を向上させる
ための橋梁の改築・撤去

の推進

(新規)
流域治水関連法に基づく
「流域治水」の本格的実践

厚生労働省等との
連携による高齢者等

の安全確保

農林水産省との
連携による

水田貯留の推進

※出典：令和４年度水管理・国土保全局関係予算概要（令和４年１月）

3

・・・P.7

・・・P.4

・・・P.11

・・・P.12

・・・P.13

・・・P.14

・・・P.15

・・・P.16

・・・P.17



×
×

水害リスク情報の充実（浸水想定区域図・ハザードマップの空白域の解消） （１／２）

■水害リスク情報の空白域において浸水被害が多発

○ 近年、中小河川等の水害リスク情報の提供を行っていない水害リスク情報の空白域で多くの浸水被害が発生。

○ 水害リスク情報の空白域を解消するため、水防法を改正し、浸水想定区域図及びハザードマップの作成・公表
の対象を全ての一級・二級河川や下水道※に拡大。

○ 洪水浸水想定区域図は令和７年度までに完了を目指し、雨水出水浸水想定区域図は令和７年度までに８割完
了を目指す。

■水防法を改正し、浸水想定区域の指定対象を拡大

※全ての一級・二級河川や下水道とは、住宅等の防護対象のある全ての一級・二級河川や浸水対策を目的として整備された下水道のこと。

・令和元年東日本台風では、堤防が決壊した７１河川のうち４３河川（約６
割）、内水氾濫による浸水被害が発生した１３５市区町村のうち１２６市区
町村（約９割）が水害リスク情報の空白域。

浸水想定区域（洪水及び雨水出水）の指定対象数

水害リスク情報空白域
における浸水被害

中心市街地の浸水
（令和元年8月の前線に伴う大雨）

佐賀県佐賀市

水害リスク情報の空白域における水害事例

宮城県丸森町

丸森町（字神明南地内）の被災状況
（令和元年東日本台風）

まるもりまち あざしんめいみなみちない

河

川

下
水
道

新たに指定対象となる河川及び
その洪水浸水想定区域（イメージ）

公表されている洪水浸水想定区域

浸水想定区域図 ハザードマップ

河 川
（洪水） 令和７年度までに完了※ 令和８年度までに完了目標

下水道
（雨水出水） 令和７年度までに約８００団体完了※ 浸水想定区域図作成後速やかに作成

指定対象河川の拡大イメージ

・河川（洪水浸水想定区域）では約１５，０００河川、下水道（雨水出水浸水想定区域）
では約１，０００団体が新たに指定対象として追加。

凡例
×：人的被害

※ 第５次社会資本整備重点計画KPIに位置付け

新規
事項

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[２／１５] ※出典：令和４年度水管理・国土保全局関係予算概要（令和４年１月）

4



河川（洪水） 下水道（雨水出水）

事業名 水害リスク情報整備推進事業 内水浸水リスクマネジメント推進事業

浸水想定区域図 ハザードマップ※ 浸水想定区域図 ハザードマップ

実施主体 都道府県 市町村 都道府県、市町村 市町村

補助率 １／３ １／２

支援期間 令和７年度まで 令和８年度まで －

対象 全ての一級、二級河川のうち、防災・安全交付金による河川事業
を実施していない河川

下水道事業（都市下水路を含む）を実施する全ての地方公共団体

備考
（その他注意

事項等）

○支援期間終了後、洪水浸水想定区域図及び洪水ハザードマップの作
成は、原則、効果促進事業による更新のみを対象とする。

○令和８年度以降、原則、都道府県ごとに全ての河川で洪水浸水想定
区域図が公表されていることを防災・安全交付金の河川事業の交付
要件とする。

○浸水想定区域図等の作成に加え、避難行動に資する情報・基盤の整
備や、雨水管理総合計画の策定も本事業の支援対象とする。

○令和８年度以降、最大クラスの内水に対応した浸水想定区域図が作
成されていることを、雨水対策事業に対する交付金の重点配分の要
件とする※。

水害リスク情報の充実（浸水想定区域図・ハザードマップの空白域の解消）（２／２）

■水害リスク情報の空白域解消に資する予算支援制度

※ 都道府県が市区町村に対し事業費の１／３以上を負担する場合に限る。

新規
事項

○ 浸水想定区域図等の作成を支援するため、防災・安全交付金において基幹事業を創設。

・河川事業（ハード整備）と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業として、効果促進事
業により、浸水想定区域図やハザードマップの作成を支援

・下水道の浸水対策事業（ハード整備）の一部として浸水想定区域図の作成又は効果促進事業により
ハザードマップの作成を支援

基幹事業を創設し、ハード整備がない場合であっても浸水想定区域図やハザードマップの作成を支援

既存の
取組

令和４年度
より

※雨水出水浸水想定区域の指定対象団体を対象とする。

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[３／１５] ※出典：令和４年度水管理・国土保全局関係予算概要（令和４年１月）
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水害リスク情報の充実（水害リスクマップ（浸水頻度図）の整備）

○ 従来、想定最大規模降雨の洪水で想定される浸水深を表示した水害ハザードマップを提供し、洪水時の円滑
かつ迅速な避難確保等を促進。

○ 今後は、これに加えて、浸水範囲と浸水頻度の関係をわかりやすく図示した「水害リスクマップ（浸水頻度図）」
を新たに整備し、水害リスク情報の充実を図り、防災・減災のための土地利用等を促進。

【令和４年度の国土交通省としての取組】

・全国109の一級水系において、外水氾濫を対象とした水害リスクマップ
の作成を完了させるとともに、先行して、特定都市河川や水災害リスク
を踏まえた防災まちづくりに取り組む地区において、内水も考慮した水
害リスクマップを作成

水害リスクマップの活用イメージ

○水害ハザードマップ

水害リスク情報の充実

※着色範囲は想定最大規模降雨の洪水で想定される浸水範囲

現在（外水氾濫のみ） 整備後（外水氾濫のみ）

※2 上記凡例の（ ）内の数値は確

率規模を示していますが、これは
例示です。

内水氾濫浸水解析対象範囲

○水害リスクマップ

※1 当資料の水害リスクマップは床上浸水相当（50cm以上）の浸水が発生
する範囲を示しています。（暫定版）

水害リスクマップの凡例 ※2

※1

A

ハザードマップの凡例

○住居・企業の立地誘導・立地選択や水害保険への反映等に活用
することで、水害リスクを踏まえた土地利用・住まい方の工夫等を
促進

河川整備による
水害リスクの軽減

○企業BCPへの反映を促進することで、洪水時の事業資産の損害を
最小限にとどめることにより、事業の継続・早期復旧を図る

現在の水害リスクと今後実施する河川整備の効果を反映した
将来の水害リスクを提示し、以下に取り組む

※着色範囲は想定最大規模降雨の洪水で想定される浸水範囲

AA

※着色範囲は想定最大規模降雨の洪水で想定される浸水範囲

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[４／１５] ※出典：令和４年度水管理・国土保全局関係予算概要（令和４年１月）
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※1 「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」（令和３年法律第31号）
※2 「接続する河川の状況」又は「河川の周辺の地形等の自然的条件の特殊性」により河道等の整備による浸水被害の防止が困難な河川を追加

流域治水関連法に基づく「流域治水」の本格的実践（１／４）

○ 特定都市河川流域において、法的枠組み※１・予算制度・税制等を最大限活用し、遊水地・二線堤・雨水貯留
浸透施設等のハード対策と浸水リスクの高い土地の利用規制等のソフト対策を強力に推進。

法的枠組みを活用した流域治水の推進

特定都市河川の指定 全国の河川へ指定拡大
▼
▼

流域水害対策協議会の設置 計画策定・対策等の検討
構成員：河川管理者、下水道管理者、都道府県、市町村等

▼
▼

流域水害対策計画 策定
洪水・雨水出水により想定される浸水被害に対し、
概ね20–30年の間に実施する取組を定める

計画に基づき、関係者の協働により、
「流域治水」を本格的に実践

特定都市河川流域におけるハード・ソフト対策のイメージ

背景
気候変動による降雨量の増加により、本支川合流部や狭窄部などの箇
所において、従来想定していなかった規模での水災害が頻発
例）西日本豪雨（H30）、東日本台風（R1） など

特定都市河川の指定要件を拡大※２し、全国の河川で、法的枠組み
を活用して、ハード整備の加速に加え、国・都道府県・市町村・企業等
の関係者の協働で土地利用規制や流出抑制対策等に取り組む。

特定都市河川における流域治水の本格的実践

遊水地・輪中堤・排水機場等の整備の加速

雨水浸透阻害行為への対策の義務付けによる雨水流出抑制の推進
公共・民間による雨水貯留浸透施設の整備促進

浸水被害防止区域・貯留機能保全区域の指定等の
水災害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくりの推進

など

令和４年度より
予算の重点化

令和４年度より
予算・税制支援

新規
事項

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[５／１５] ※出典：令和４年度水管理・国土保全局関係予算概要（令和４年１月）
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輪中堤の整備
（河川管理者）

二線堤の整備
（都道府県、市町村、民間事業者 等）

排水機場の機能増強
（河川管理者、都道府県、市町村、民間事業者 等）

遊水地の整備
（河川管理者）

堤防整備
（河川管理者）

河道掘削
（河川管理者）

雨水貯留浸透施設の整備※４

（都道府県、市町村、民間事業者 等）

河川対策 流域対策

事業
メニュー

河道掘削、堤防整備、遊水地
の整備、輪中堤の整備、
排水機場の機能増強 等

雨水貯留浸透施設※４、
二線堤の整備 等

実施主体 河川管理者
都道府県、市町村、民間事業者

等

国庫補助率 １／２ （個別補助事業）
１／３（通常）

⇒ １／２（個別補助事業）

流域治水関連法に基づく「流域治水」の本格的実践（２／４）

○ 本支川合流部や狭窄部等を有する浸水リスクの高い地域（特定都市河川流域）における早期の浸水被害軽減のため、
土地利用規制と合わせて実施する遊水地・二線堤等のハード対策に集中的に投資するための新規事業を創設。

特定都市河川流域における主なハード対策

流域治水整備事業（国直轄事業）の創設
既存事業を統合・リニューアルすることにより、土地利用規制等のソフト対策を含
む流域水害対策計画に位置付けられた国直轄事業を計画的かつ集中的に実
施し、早期に治水安全度を向上させる。

特定都市河川浸水被害対策推進事業
（個別補助事業）の創設

既存の交付金・個別補助事業を統合・リニューアルすることにより、土
地利用規制等のソフト対策を含む流域水害対策計画に位置付けら
れた都道府県・市町村・民間事業者等が実施する事業を計画的か
つ集中的に実施し、早期に治水安全度を向上させる。 総合治水対策特定河川事業※３

総合内水緊急対策事業※３

土地利用一体型水防災事業※３

流域治水整備事業

※３ 令和３年度以前に採択された事業は令和４年度以降も継続

事業の発展的統合

流域治水対策河川事業

総合治水対策特定河川事業

総合内水対策緊急事業

＜交付金事業※１＞ ＜個別補助事業＞

河川・下水道一体型豪雨対策事業

調節池整備事業

事業間連携河川事業※２

大規模特定河川事業※２

※２ 特定都市河川で実施する事業を切り出し、それ以外の事業は継続して実施
※１ この他、特定都市河川で実施する事業を一部切り出す事業もある

事業の
一部切り出し

個別補助事業
への移行

特定都市河川浸水被害対策推進事業

※４：雨水貯留浸透施設の整備（Ｒ３年度に制度拡充）
実施主体：市町村、都道府県、民間事業者等 国庫補助率：1/2
その他支援：民間事業者等が整備する場合の固定資産税の減税
（課税標準を1/6～1/2の範囲で条例で定める範囲の割合とする）

（）内は実施主体

新規
事項

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[６／１５] ※出典：令和４年度水管理・国土保全局関係予算概要（令和４年１月）
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流域治水関連法に基づく「流域治水」の本格的実践（３／４）（大和川水系大和川の事例）

大和川水系流域図
大和川

特定都市河川指定

亀の瀬(狭窄部)

：特定都市河川（国管理区間）
：特定都市河川（県管理区間）
：特定都市河川流域
：行政界

河川区間：大和川水系大和川他 計18河川
流域面積：712㎞2（流域内の市町村数 25）

大和川流域総合治水対策の推進（S60～）

○河川改修や水路改修等の推進

○奈良県平成緊急内水対策事業に着手 （H30.5～）
喫緊の課題である内水浸水被害の解消に向け、市町村と連携し、
対策に必要な貯留施設を整備

特定都市河川 R3.12.24指定

特定都市河川に指定し、法的枠組みのもとで「流域治水」を強力に推進
～流域治水関連法の施行後、全国初の指定～

○河川整備の加速化
流域水害対策計画に基づく河道掘削
や遊水地等の整備を加速化

ハード整備の加速化 流域における貯留・浸透機能の向上 水害リスクを踏まえた土地利用

髙田土木事務所駐車場地下貯留施設
（大和高田市栄町）

ため池治水利用
（天理市庵治町）

○貯留施設の整備
流域で雨水を貯留・浸透させ、水害リスクを
減らすため、公共や民間企業等による雨水
貯留浸透施設の整備を促進

○ため池の治水利用
既存ため池を治水に活用するための放流口
の改修等を促進

補助率の嵩上げ（補助率1/3⇒1/2）
固定資産税を1/6～1/2 に軽減

公共・民間による対策への補助金、
税制優遇等の制度を活用

市街化編入抑制区域※の指定状況

○浸水被害防止区域の指定
○貯留機能保全区域の指定
条例で指定する『市街化編入抑制区
域』等を中心に区域の指定を検討

その土地で農業等を営む方の住宅の建築
⇒床面高さや構造安全の確保が必要となる
農地における食料品店や診療所の建築
⇒原則、開発禁止となる※ ※R4.4.1改正都市計画法施行後

雨水貯留浸透施設整備に対する主な支援

＜浸水被害防止区域の指定による規制の例＞

大阪府

奈良県

大和川流域総合治水対策協議会（R3.7.19開催）
流域自治体より特定都市河川の指定を要望

○大和川流域における総合治水の推進に関する条例(奈良県)の施行
流域における新たな課題の解決に向けた取組の強化 （H30.4.1～）
総合治水の取組を体系的に実施

大和川流域

大和川水系大和川等において、特定都市河川浸水被害対策法（令和３年11月1日施行）の改正後、全国初となる特定都市河川の指定を行い、「流域治
水」を本格的に推進。

○ 特定都市河川浸水被害対策法に基づき、雨水貯留浸透施設等の積極的な推進及び流域の持つ保水・貯留機能の適正な維
持、水災害リスクを踏まえたまちづくりとの連携、住まい方の工夫等、総合的な流域対策を全国展開。

例） 特定都市河川における流域治水の本格的実践（大和川水系大和川等）

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[７／１５] ※出典：令和４年度水管理・国土保全局関係予算概要（令和４年１月）
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流域治水関連法に基づく「流域治水」の本格的実践（４／４）（江の川の事例）

○ 早期に住民の生命等を豪雨災害から守る観点に立ち、従来の堤防整備、家屋の嵩上げによる対策に加え、安全な地区・地域
への移転（移住）等により、まちづくりにおける立地適正化計画と連携して「コンパクトで安全な地域拠点づくり」を推進。

まちづくりと一体となった河川整備 実施のながれ

○沿川の災害リスク、人口・経済等の分析
○将来イメージの策定（全体、地区別）
○実施手順や事業手法の検討

治水とまちづくり連携計画
（江の川中下流マスタープラン）

○各市町の目指す将来像
○将来像を実現するための取り組み

「地域連携」、「安心・安全」、 「地域発展」など

沿川市町 都市計画マスタープラン 等

○集落や自治会単位で意見交換会やアンケー
ト調査を実施し、地区別計画を地域住民と行
政機関が協働で策定

地区別計画の立案

まちづくりと一体となった河川整備の実施

立
地
適
正
化
計
画

連
携

【谷地区】
まちづくり事業と一体となっ
た河川整備を実施し、あら
たな空間と高齢者や若者が
定住するまちを創出

【港地区】
リスクが高いエリアに居住
する家屋を、高台に造成・移
転し、集約することで持続可
能な集落を創出

江の川流域（緊急対策特定区間）における治水とまちづくりの連携

国、県、市の職員から構成される「江の川流域治水推進室」を設置し、都市再生機構(UR) の技術的支援を受けながら、持続可能な江の川流域生活圏
の実現を目指す。
河川整備にあわせて持続的なまちづくりを実施するため、「治水とまちづくり連携計画（江の川中下流域マスタープラン）【第１版】」（素案）を
公表し、今後、地域の意見を反映したうえで計画を策定し、河川整備とまちづくりを一体的に推進。

例） 江の川流域における流域治水の本格的実践

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[８／１５] ※出典：令和４年度水管理・国土保全局関係予算概要（令和４年１月）
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水災害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり
水災害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくりの推進

新規
事項

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[９／１５]

○ 特定都市河川流域において、区域指定による移転等の促進や開発・建築行為の許可制の導入、貯留機能を有する農地等
の保全等、水災害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくりを推進するための予算・税制等の新たな支援制度を創設。

水災害リスクを踏まえたまちづくり・
住まいづくりの推進

水災害の危険性の高い地域の居住を避ける

水災害の危険性の高い地域に居住する場合にも命を守る

水災害の危険性の高い地域からの移転を促す

浸水被害防止区域の指定
浸水被害が頻発し、住民等の
生命・身体に著しい危害が生じる
おそれのある土地を指定

特定都市河川流域における土地利用

移転や改修への支援制度

農地等の貯留機能の活用の促進

※１：地方公共団体に対する国の補助率：3/4等（地方財政措置と合わせて、実質、国が約94％を負担）
※２：地方公共団体に対する国の補助率：1/2
※３：地方公共団体に対する国の補助率：1/2等
※４：浸水被害防止区域の場合、既存の住宅及び特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設等を対象

なお、各支援制度には、別途、補助の限度額がある

浸水被害防止区域における住宅・要配慮者施設等の開発・建築行為の許可制の導
入や、都市計画法上の原則開発禁止、高齢者福祉施設等の新規整備の抑制等によ
り被害拡大を防止

浸水被害防止区域等の浸水リスクの高い区域に居住する方々の安全を守るため、
宅地の嵩上げやピロティ化等の対策を推進

防災集団移転促進事業等により、浸水被害防止区域等の浸水リスクの高い区域から
の移転を促し、被害拡大を防止

（がけ地近接等危険住宅移転事業） 【住宅局所管事業】

災害危険区域等の区域内にある既存不適格等の住宅の移転への助成を支援※２

○ 令和４年度より災害危険区域等に加え、浸水被害防止区域等を追加

（災害危険区域等建築物防災改修等事業）【住宅局所管事業】

災害危険区域等の区域内にある既存不適格等の住宅及び建築物（避難所等に
限る）の浸水対策改修等への助成を支援※３

○ 令和４年度より災害危険区域等に加え、浸水被害防止区域を追加※４

貯留機能保全区域の指定
洪水・雨水を一時的に貯留する
機能を有する農地等を指定

令和４年度より、貯留機能保全区域として指定した土地に係る固定資産税及び都
市計画税への特例措置（課税標準を2/3～5/6の範囲で条例で定める範囲の割合
とする）を創設

貯留機能を
有する土地

令和４年度より貯留機能保全区域の指定にあわせ
た地方公共団体や民間事業者等による二線堤の
築造等への支援（再掲）

・国庫補助率の嵩上げ（1/3※⇒1/2）

※：民間事業者等による整備は令和４年度より新規創設

（防災集団移転促進事業）【都市局所管事業】

浸水被害防止区域等の災害危険エリアにおいて、地域コミュニティを維持しつつ、
防災性向上を図るため、住居の集団的移転の促進を目的として、住宅団地の整
備、住居の移転、移転元地の買取等に対し事業費の一部を補助※１

○ 令和３年度より災害危険区域に加え、浸水被害防止区域等を追加
○ 令和２年度より最小移転戸数を１０戸→５戸に緩和

※出典：令和４年度水管理・国土保全局関係予算概要（令和４年１月）
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流域治水型災害復旧制度の創設
○ 災害復旧事業においても、流域治水の考え方に基づき、上流から下流、本川・支川の流域全体を俯瞰し、流域全体で

水災害リスクを低減する対策を推進。
○ 本川上流や支川において堤防の決壊や越水が発生した場合、遊水機能を確保しつつ、早期に浸水被害の軽減が可能な

輪中堤や遊水地の整備を災害復旧事業として実施できる「流域治水型災害復旧制度」を創設。

下流への負荷を考慮した追加対策

を実施 （追加の河川事業で実施）

被災水位に対応して

堤防の嵩上げ、引堤、河道掘削

により背後地全体の浸水を防ぐ

（災害復旧事業又は改良復旧事業で実施）

新たな再度災害防止対策
（流域治水型災害復旧制度）

浸水

これまでの再度災害防止対策

追加対策
（河道掘削等)

引堤・河道掘削等

遊水機能確保

輪中堤

追加対策
（河道掘削等)

下流における改修を待つことなく、
速やかに被災箇所の再度災害防止
を実現

新たな選択肢
を追加

こ
れ
ま
で

拡充の内容

〇河川整備計画に対策が記載されているこ
とや浸水を許容する区域を浸水被害防止
区域等に指定すること等を条件に、災害
復旧事業により、下流における追加の改
修を必要としない対策（輪中堤、遊水地の
整備）を実施可能にする。

〇また、災害復旧事業査定設計委託費補
助の補助対象に、輪中堤、遊水地の整備
を追加する。

査定設計委託費補助 ：査定設計書を作成するための調査、測量、設計
等に要する経費を補助 【 補助率 ：１／２ 】

低い堤防が越水・
決壊し、浸水

新規
事項

輪中堤又は遊水地の整備により、
遊水機能を確保しつつ家屋浸水を
防御

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[１０／１５] ※出典：令和４年度水管理・国土保全局関係予算概要（令和４年１月）
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高台まちづくり（高台・建物群）の推進

○ 令和２年12月に策定した「災害に強い首都『東京』形成ビジョン」に基づき、高台まちづくりを推進するため、水
害リスクや避難のあり方を踏まえ、モデル地区における高台まちづくりの実践を地方公共団体と連携して推進。

○ 高台まちづくりの一環として高規格堤防整備事業の加速化を図る、税制特例（固定資産税、不動産取得税）を２年
間延長。

税制概要

特例措置の内容

期 間

【不動産取得税】
高規格堤防特別区域の公示日から２年以内に従前権利者が建替家屋を取得し
た場合に課税標準から従前家屋の価格を控除。

特例措置を２年間（令和４年４月１日～令和６年３月31日）延長する。

高規格堤防整備事業は、民有の土地を一時使用して盛土等を行い、工事終了
後に当該土地を返還する手法で事業を行う。そのため、事業実施に当たっては、
一時移転を余儀なくされる住民の負担軽減や事業手法への理解と合意形成の
円滑化を図ることが必要。このことから、堤防整備後に従前権利者が取得する
建替家屋について、不動産取得税や固定資産税の特例措置を講じる。

高規格堤防整備事業の流れ

事業地外に仮移転
（１回目の移転）

元の土地に戻る本移転
（２回目の移転）

②事業中（移転）

土地を使用

河川区域

仮移転先での数年間の生活

④完成

堤防決壊による壊滅的な被害を防止

①事業前

超過洪水等に対し堤防決壊のおそれ

河川区域

家屋

【固定資産税】
高規格堤防整備事業のために使用された土地に従前権利者が取得した建替家
屋の固定資産税について、従前権利者居住用住宅については２／３、従前権利
者非居住用住宅及び非住宅用家屋については１／３を、新築後５年間減額。

国による盛土

工期 通常３～５年

高規格堤防整備事業

河川区域

③事業中（盛土）
高規格堤防整備事業

河川区域

建替家屋

整備後

整備前（荒川）

都市部ゼロメートル地帯における高規格堤防等の整備
により、平時の良好な都市空間・住環境の形成、緊急
時の避難場所や救出救助等の活動拠点として活用

高台まちづくり

新規
事項

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[１１／１５] ※出典：令和４年度水管理・国土保全局関係予算概要（令和４年１月）
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●自然環境が有する多様な機能の活用
・大型水鳥を観察するエコツアー
・ミズベリング協議会による水辺利用の創造
・小中学校などにおける河川環境学習
・景勝地等の景観の保全

●生物の多様な生息環境の保全・創出や地域特性と調和した
景観形成（P27参照）
・自然環境の保全・再生などの自然再生

・大型水鳥の生育環境保全等の生態系

ネットワークの形成

・大橋川の治水対策における多自然川づくり

【斐伊川水系流域治水プロジェクトイメージ】

○ 流域治水プロジェクトに位置づけられた治水対策と合わせ、治水と環境の両立を図り、生物の多様な生息環境の保全・創出、地域
の自然環境と調和する景観形成等を推進。

○ そのため、環境保全・創出のための目標設定や、生態系ネットワーク、多自然川づくり等のハード・ソフト両面にわたるグリーンイン
フラの取組を反映した流域治水プロジェクトを全国１０９水系で改定。

◆目標： 国管理区間においては、流域で甚大な被害が発生した戦後最大の昭和47年7月洪水と同規模の洪水に
対して、家屋浸水を防止し、流域における浸水被害の軽減を図ります。あわせて、迅速かつ適切な情報収集・
提供体制を構築し、ホットラインを含めた確実な避難行動に資する情報発信等の取り組みを実施し「逃げ遅
れゼロ」を目指します。
加えて、斐伊川水系において、マガン、コハクチョウなどが安心して越冬できる里づくりを目指し、今後、概ね

１０年間で水鳥類のねぐらや採餌場環境の保全・創出を行うなど、自然環境が有する多様な機能を活かす
グリーンインフラの取り組みを推進。

●魅力ある水辺空間創出（P27参照）
・かわまちづくり

環境学習

親水護岸整備親水護岸整備

マガンの生息環境保全

水鳥観察エコツアー

ミズベリング
(水辺の利用創造)

水鳥の生息環境保全

※具体的な対策内容については、今後の調査検討等により変更となる場合がある。

➣良好な景観を保全・創造

地域と調和した護岸材活用

周辺景観を阻害しない水門

水辺のにぎわい

●氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 (詳細省略)

●被害対象を減少させるための対策 (詳細省略)

●被害の軽減、早期復旧・復興のための対策 (詳細省略)

➣生物の生息生育環境の保全・創出
ｶﾜｻﾞﾝｼｮｳｶﾞｲヨシ原再生

水災害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり
流域治水プロジェクトにおけるグリーンインフラの取組の推進 ［とりまとめイメージ］

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[１２／１５] ※出典：令和４年度水管理・国土保全局関係予算概要（令和４年１月）
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林野庁との連携による流域流木対策の推進

○ 林野庁と連携し、流木発生ポテンシャル調査を実施したうえで、流木発生の抑制や流木の捕捉・処理に係る統
一の計画を策定。

○ 森林整備や治山ダムによる流木発生の抑制、透過型砂防堰堤や流木捕捉施設による流木の捕捉を、林野事
業と砂防事業が連携して一体的に実施することで、流域全体の流木被害を防止・軽減する。

○林野庁と連携した流域流木対策

適正な森林管理の実施

○対策例
【生産エリア：林野庁】 【流下・氾濫エリア：国交省】

流木捕捉効果の高い砂防堰堤の設置

流木発生ポテンシャル調査のイメージ

適正な森林管理
の実施

透過型砂防堰堤の設置

既存施設の多機能・高機
能化

土砂や流木を効果的に
捕捉する遊砂地等の設置

流木捕捉施設の設置

林野事業との連携 大規模特定砂防等事業

• 森林整備や治山ダムによる流木発生の抑制、透過型砂防堰堤
や流木捕捉施設による流木の捕捉を、林野事業と砂防事業が
連携して一体的に実施することで、流域全体の流木被害を防
止・軽減する。

・流木発生ポテンシャル量
・治山対策等による流木発生

抑制量
・砂防施設による必要捕捉量

流域流木対策計画

林野庁の事業によ
る流木の発生抑制
を踏まえた砂防施設
の最適な施設配置
計画を策定

土砂・洪水氾濫等に伴い発生する流木による被害拡大を防
止するため、「大規模特定砂防等事業」において、林野庁と
連携して作成した流域流木対策計画に位置付けられた流木
補捉施設を補助対象に追加。

新規
事項

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[１３／１５] ※出典：令和４年度水管理・国土保全局関係予算概要（令和４年１月）
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津波防災地域づくりの推進と関係機関連携

＜津波防災地域づくりの推進施策の例＞

〇 南海トラフ巨大地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等の切迫する巨大地震に伴う津波
対策として、防災・安全交付金による支援の拡充等を通じて、津波防災地域づくりを加速化。

（従来の津波・高潮危機管理対策緊急事業
に関する交付対象事業の要件）

・ソフト対策に要する経費は、事業計画の総
事業費の概ね２割を上限として、その内数
として計上することができる

警戒避難体制の整備等を目的とした
津波災害警戒区域等の更なる促進

のための制度拡充

○津波防災地域づくり支援チームでは、津波防災に関連する部局がチームとなりワンストップで
相談・ 提案できる体制を構築しています。

https://www.mlit.go.jp/river/kaigan/main/tsunamiteam/index.html

併せて、大規模地震が
想定されている地域等
における水門・陸閘等
の安全な閉鎖体制の
確保※等にも取り組ん
でいく。

※社会資本整備重点計画（令和３年５月）

77％（R元年度）→R7年度 85％
自動化・遠隔化した水門

津波被害リスクが高い自治体や、
防災まちづくりとの連携等の更なる促進

新規
事項

［津波・高潮危機管理対策緊急事業の
制度拡充（令和４年度～）］

・津波防災地域づくりに関する法律等に基づ
く区域※１指定に資する調査※２については、
総事業費におけるソフト対策２割上限の
対象外とする。
※１：津波災害（特別）警戒区域､高潮浸水想定区域､災害危険区域
※２：従来の交付対象であるハザードマップ作成含む

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[１４／１５] ※出典：令和４年度水管理・国土保全局関係予算概要（令和４年１月）
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治水安全度を向上させるための橋梁の改築・撤去の推進

○ 気候変動の影響により、水災害の激甚化・頻発化が予想される中で、治水計画上著しい河積阻害等の支障と
なっている橋梁等の構造物が設置されている箇所での被害の増加が懸念されている。

○ こうした洪水の安全な流下を阻害している橋梁や堰等の改築・撤去を計画的・集中的に実施するため、個別補
助事業として「特定構造物改築等事業」を創設。

整備前

整備後

整備前

整備後

過去の橋梁
架替え事例

長野県 円悟沢川 徳島県 南川
えんごさわがわ みなみがわ

埼玉県 不老川
ふろうがわ

大分県 野上川
のがみがわ

新規
事項

構造物の影響により洪水の
安全な流下に支障をきたした事例

橋梁等の構造物の改築・撤去を促進するため、
「特定構造物改築等事業」を創設し、治水安全
度の早期向上を図る。

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[１５／１５] ※出典：令和４年度水管理・国土保全局関係予算概要（令和４年１月）
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